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介護予防短期入所生活介護重要事項説明書 

 

                        介護老人福祉施設春陽苑のご案内 

（令和６年８月１日現在） 

 

第１ 施設の概要 

１．施設の名称等 

・施設名        介護老人福祉施設春陽苑 

・開設年月日      平成８年４月１日 

・所在地        埼玉県さいたま市西区飯田新田９１－１ 

・電話番号       ０４８－６２５－０７０７  

・介護保険指定番号     介護予防短期入所生活介護（第 1170300691 号） 

・通常の送迎の実施地域 さいたま市・富士見市・ふじみ野市・川越市 

２．施設の目的 

当施設は、要支援状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、

介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日

常生活を営むことができるよう、適正な介護予防短期入所生活介護サービスを提供す

ることを目的とします。 

３．運営の方針 

・利用者である要支援者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った

サービスの提供に努めます。 

・利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、

排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能回復訓練を行う事により、

利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図

ります。 

・地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援

事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サ

ービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

４．施設の職員体制 

職 種 
員 数 

(常勤換算) 
業務内容 

日

勤 

早

番 

遅

番 

夜

勤 

施設長 1.0 施設運営全般に係る統括 ○ ― ― ― 

医 師 1.4 医療・看護業務に係る統括 ○ ― ― ― 

看護職員 11.0 利用者の日常生活の看護業務 ○ ○ ○ ○ 

介護職員 40.5 利用者の日常生活の介護業務 ○ ○ ○ ○ 

生活相談員 3.8 利用者の日常生活の相談業務 ○ ― ― ― 

機能訓練指導員 1.3 利用者の機能訓練に係る業務 ○ ― ― ― 

管理栄養士 1.0 利用者の栄養管理業務 ○ ― ― ― 

介護支援専門員 1.5 介護全体に係る支援業務 ○ ― ― ― 

調理員 業務委託 利用者の食事に係る業務 業務委託 
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※夜勤時間帯(17:15～9:15)は夜勤職員配置加算要件を満たす介護･看護職員を配置す

るものとする。 

５．入所定員 ４名（他、空床利用有り） 

 

第２ サービス内容 

１．介護予防短期入所生活介護計画の作成 

利用者の皆様が安心して健やかな日常生活を過ごして頂けるように介護予防短期入

所生活介護計画が作成され、それに基づいてサービスが提供されます。この計画は、

利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・

代理人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を頂くようになり

ます。 

２．食事 

管理栄養士等により、心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供

致します。 

   朝食   ７時４５分～ ８時３０分 

   昼食 １２時００分～１２時４５分 

   夕食 １８時００分～１８時４５分 

※食事は原則として食堂でお取り頂きます。 

３．入浴 

一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応致します。利用者は週

に最低２回ご利用頂きます。但し、利用者の健康状態に応じて清拭となる場合がござ

います。 

４．健康管理・看護・介護 

医師・看護・介護職員が常勤しておりますので、利用者の状態に照らして適切な医療・

看護・介護を行います。 

５．機能訓練 

原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のため

のリハビリテーション効果を期待したものです。 

６．レクリエーション 

日々のクラブ活動の他、種々の行事が行われます。行事によっては、別途参加費がか

かるものもございます。詳しくは、その都度ご説明の上ご承諾を頂きます。 

７．相談援助サービス 

常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含めご相談頂けます。また、

退所時の支援等も行います。 

８．その他のサービス 

（１）希 望 食 の 提 供 ： 通常のメニューの他に、利用者が選定する特別な食事の提供

を行います。料金は別途追加料金がかかります。 

（２）理美容サービス： 理美容サービスを実施しております。料金は別途かかります。 

（３）行 政 手 続 代 行 ： 行政手続の代行を施設にて承ります。料金は無料です。 
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（４）その他のサービス： その他のサービスについては、別途料金を頂くものもありま

すので具体的にご相談ください。 

 

第３ 利用料金 

 

１．基本料金 

 自己負担額は、「介護保険負担割合証」に記載されております利用者負担の割合に

応じた金額となります。以下に記載する金額は１割負担の場合の自己負担額となり

ます。 

＊施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用

料が異なります。） 

  ＜従来型個室・多床室＞（１日あたり） 

  ・要支援１    ４８９円 

  ・要支援２    ６０８円 

＊上記の他に、１日につき、機能訓練体制加算が１３円、サービス提供体制強化加算

Ⅱイが２０円加算されます。（各加算の要件を満たしている場合に限る） 

＊送迎を実施した場合は、片道１回あたり２００円加算されます。 

＊居宅を訪問し、個別機能訓練計画書を作成した上で、機能訓練指導員が身体機能の

1割 2割 3割

4,884円（*） 489円（*） 977円（*） 1,466円（*）

6,075円（*） 608円（*） 1,215円（*） 1,823円（*）

1割 2割 3割

1,271円

955円

1,550円（朝410/昼620/夕520）

129円（*） 13円（*） 26円（*） 39円（*）

606円（*） 61円（*） 122円（*） 182円（*）

2,166円（*） 217円（*） 434円（*） 650円（*）

1,299円（*） 130円（*） 260円（*） 390円（*）

(片道1回あたり)1,992円（*） (片道1回あたり)200円（*） (片道1回あたり)399円（*） (片道1回あたり)598円（*）

194円（*） 20円（*） 39円（*） 59円（*）

―

―

―

―

1割 2割 3割

86円（*） 9円（*） 18円（*） 26円（*）

1割 2割 3割

108円（*） 11円（*） 22円（*） 33円（*）

利用総単位数×0.14×10.83(*)

生産性向上推進体制加算(Ⅱ）

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

電気代 (１点につき)60円

日用品費 250円

行政手続代行 0円(サービス)

加算料金

若年性認知症利用者受入加算

送迎代

項　目 1日あたりの利用料金
1日あたりの自己負担額

滞在費（多床室）

食費

機能訓練体制加算

個別機能訓練加算

認知症行動･心理症状緊急対応加算

滞在費（従来型個室）
※滞在費、食費は利用者負担段階に応じて１日あたりの
　自己負担に限度額が設けられています。

要支援１

要支援２

《従来型個室・多床室(介護予防)》

1日あたりの利用料金
1日あたりの自己負担額

※ ・（*）印の料金につきましては、保険単位数を基に少数を含む算定を行う為、実際の料金とは多少誤差が出る場合が
　 　ございますのでご承知おきください。

テレビ貸出料 30円

その他 実　　費

療養食加算
（１日に３回を限度）

項　目 1回あたりの利用料金
1回あたりの自己負担額

項　目 1月あたりの利用料金
1月あたりの自己負担額

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ） 利用総単位数×0.14×10.83×利用者負担の割合
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維持・向上を目的として個別の機能訓練を実施した場合は、１日につき６１円加算

されます。 

＊医師の指示による食事箋に基づき療養食を提供した場合は、１日３回を限度とし、

１回につき９円加算されます。 

＊医師が認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、    

緊急に利用した場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として１日あ

たり２１７円加算されます。 

＊若年性認知症の方の短期入所を利用した場合は、１日あたり１３０円加算されま

す。 

＊生産性向上推進体制加算として、１月につき１１円加算されます。 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅰとして、１ヶ月の利用総単位数×0.14×10.83×利用者

負担割合が１ヶ月の自己負担に加算されます。 

 

２．その他の料金 

（１）食費 ／１日 (＊)・・・１，５５０円（おやつ代含む） 

（朝食 ４１０円 昼食 ６２０円 夕食 ５２０円） 

（但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る食費の負担限度額が１日にお支払い頂く食費の上限となります。） 

（２）滞在費（居室の利用費） ／１日 (＊) 

・従来型個室・・・・・１，２７１円 

・多床室・・・・・・・・・９５５円 

（但し、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて

いる滞在費の負担限度額が１日にお支払い頂く滞在費の上限となります。） 

（＊）前記（１）「食費」及び（２）「滞在費」において、国が定める負担限度額段階(第１

段階から３段階まで)の利用者の自己負担額については、別添資料１をご覧下さい。 

 （３）入所者が選定する特別な食事の費用 ・・・(実費)                                       

通常の食事以外で、特別メニューの食事を選定された場合にお支払い頂きます。                          

（４）日常生活品費／１日・・・２５０円 

ティッシュペーパー、コップ、歯ブラシ、義歯ブラシ、義歯ケース、髭剃り、保湿

剤、入浴袋等の費用であり、施設で用意するものをご利用頂く場合にお支払い頂き

ます。 

 （５）教養娯楽費・・・(実費) 

クラブやレクリエーションで使用する材料等の費用であり、施設でご用意するもの

をご利用いただく場合にお支払い頂きます。 

（６）理美容代・・・（別途理美容料金表参照） 

理美容をご利用の場合にお支払い頂きます。 

（７）行事費・・・（実費） 

小旅行等の外出費用や苑内で実施する有料の行事の費用で参加された場合に実費

相当分をお支払い頂きます。 
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（８）その他の費用 

電気代／１日・１点につき・・・・６０円 

テレビ貸出料／１日・・・・・・・３０円 

 

３．自己負担軽減制度 

・施設利用に伴って上記１・２の料金をご負担頂くことになりますが、この料金に

ついては、「社会福祉法人の運営する特別養護老人ホームに入所する方などの負担

軽減制度」によって軽減を受けられる場合があります。種々の手続きが必要とな

りますので契約時に担当者にご相談ください。 

 

４．支払い方法 

・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支

払いください。お支払い頂きますと領収書を発行致します。 

・お支払い方法は、ご契約の際に決めさせて頂きます。 

 

第４ 協力医療機関等 

・協力医療機関 

 ・名 称 春陽苑にこにこクリニック 

     ・住 所 埼玉県さいたま市西区飯田新田９１－１ 

・協力医療機関 

 ・名 称 医療法人社団聖心会 南古谷病院 

     ・住 所 埼玉県川越市久下戸１１０番地 

・協力医療機関 

 ・名 称 医療法人直心会 帯津三敬病院 

     ・住 所 埼玉県川越市大字大中居５４５番地 

・協力医療機関 

   ・名 称 医療法人社団三慶会 指扇病院 

・住 所 埼玉県さいたま市西区宝来１２９５－１ 

・協力医療機関 

   ・名 称 医療法人明浩会 西大宮病院 

・住 所 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 

・協力医療機関 

   ・名 称 社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経センター 

・住 所 埼玉県さいたま市中央区本町東６丁目１１番１号 

・協力歯科医療機関 

     ・名 称 医療法人社団 健進会 西武川越歯科 

     ・住 所 埼玉県川越市的場２４１８－１－２F 
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第５ 施設利用に当たっての留意事項 

・面会は、午前９時～午後９時までとします。 

・消灯時間は、午後９時とします。 

・喫煙は、所定の場所にてお吸いください。 

・火気の取扱いは、原則禁止とさせて頂きます。 

・所持品・備品等の持ち込みは、物によっては料金のかかる場合もございますので、

係員までご相談ください。 

・金銭・貴重品の管理は、ご希望に応じて苑でお預かりさせて頂きますので、係員

までご相談下さい。 

・宗教活動は、原則禁止とさせて頂きます。 

・ペットの持ち込みは、原則禁止とさせて頂きます。 

・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止とさせて頂きます。 

・他利用者への迷惑行為は禁止とさせて頂きます。 

 

第６ 感染症、食中毒の予防及びまん延の防止のための措置 

１．感染症、食中毒の予防及びまん延の防止のために次のように対応します。 

（１）感染防止委員会を設置しおおむね 3 か月に 1 回以上開催し、その結果を従業者に

周知徹底します 

（２）指針の整備を行い、研修、訓練（シミュレーション）を実施します 

（３）前 2 号にあげるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑わ

れる際の対処等に関する手順に沿った対応を行います 

２．業務継続計画（BCP）の策定等を行います。 

（１）感染症が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構

築するため、業務継続に向けた計画等の策定、研修、訓練（シミュレーション）の

実施を行います。 

（２）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

 

第７ 非常災害対策 

１．当施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため地域住民と

の連携に努め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

２．業務継続計画（BCP）の策定等を行います。 

災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築

するため、業務継続に向けた計画等の策定、研修、訓練（シミュレーション）の実施

を行います。 

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

 

第８ 禁止事項 

 当施設では、多くの方に安心して日常生活を送って頂く為に、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止致します。 
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第９ 秘密保持 

１．当施設、及び当施設の使用する者は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知

り得た利用者又は代理人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を｢個人

情報の取扱いについて｣に記載のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由

なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、法令

上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、利用者及び代

理人から、予め同意を得た上で情報提供を行うこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村

への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供

する場合、高齢者虐待を発見し区市町村に通報等を行う場合等） 

２．前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとなります。 

 

第 10 緊急時の対応 

１．当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協

力医療機関又は協力歯科医療機関等での診療を依頼することがあります。 

２．当施設は、利用者に対し、当施設における介護福祉施設サービスでの対応が困難な

状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介しま

す。 

３．前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者

及び代理人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

第 11 事故発生の防止及び発生時の対応 

１．安全かつ適切に、質の高い介護サービスを提供するために、事故発生の防止のため次

のように対応します。 

（１）事故発生防止及び発生時の対応の担当者の選定をする 

（２）事故発生防止のための指針の整備をする 

（３）事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹

底する体制の整備をする 

（４）事故防止委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施をする 

 

２．当施設では事故が発生した場合には人命尊重を基本にして、次のように対応します。 

（１）サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を

講じます。 

（２）施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 
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（３）前２号のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は代理人が指定する者及び保険者

の指定する行政に対して速やかに連絡します。 

（４）当施設が利用者に対して行ったサービス提供により、賠償すべき事故が発生した場

合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

第 12 身体拘束について 

当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

 

第 13 虐待の防止のための措置に関する事項 

利用者に対する虐待等を防止し、早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、

必要な体制の整備を行い、次の措置を講じるものとする。 

１．虐待の防止に関する責任者の選定をする 

２．成年後見制度の利用支援をする 

３．苦情解決体制の整備をする 

４．従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための定期的な研修（新規採用時及

び年２回以上）の実施をする 

５．虐待防止委員会を設置し、定期的に実施するとともに、その結果を従業者に周知

徹底をする 

６．虐待防止のための指針の整備をする 

７．前４、５、６の措置を適切に実施するための担当者の選定をする 

・虐待等の早期発見の為、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談につきまし

ては、苦情解決体制、又は以下をご利用ください。 

◇要介護者施設従事者等による虐待のご相談窓口 

保健福祉局長寿応援部介護保険課  TEL 048-829-1265 

◇地域で暮らす高齢のみなさんの介護、福祉、医療等に関するさまざまな相談窓口

生活区域のシニアサポートセンター又は地域包括支援センターにお問い合わせく

ださい。 

 

第 14 要望及び苦情等の処理体制及び手順 

当施設には相談の専門員として生活相談員が勤務しておりますので、お気軽にご相

談ください。（電話０４８－６２５－０７０７） 

要望やサービスの提供及び個人情報の取り扱いに関する苦情などは、生活相談担当

者、苦情受付担当者にお寄せ頂ければ、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応

じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の皆様の立場を考慮し

ながら事実関係の特定を慎重に行います。把握した状況について管理者とともに検討

を行い、時下の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて連絡調整を行い

対応方法等について利用者の皆様へ報告を行います。 

また、要望や苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高
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めること等を考慮して、第三者委員を活用できる体制も整備しておりますので、ご相

談下さい。 

 

  第三者委員   杉山 幸芳  さいたま市西区中野林字中郷６５０－１ 

                 ０４８－６２０－５７００ 

          皆川 慎一郎 さいたま市西区中釘２２１９－１ 

                 ０４８－６２４－３９４０ 

市区町村窓口  西区役所 高齢介護課 

                 ０４８－６２０－２６６７ 

さいたま市役所 介護保険課 

               ０４８－８２９－１２６４ 

               ０４８－８２９－１２６５ 

        及び各区役所 高齢介護課 

  埼玉県国民健康保険団体連合会 

                 ０４８－８２４－２５３７ 

 

第 15 第三者評価の実施状況 

・実施の有無      ：無し 

 

第 16 その他運営に関する重要事項 

・当施設は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものと

し、又、業務体制を整備します。 

① 採用時研修 採用後１ヶ月以内 

② 継続研修 年１回以上 

・従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

・感染防止や多職種連携の促進のため ICT（情報通信技術）を活用することがあり

ます。利用者等が参加するものについては、利用者等の同意を得た上で実施しま

す。 

・本説明書の概要については、施設内に掲示又は閲覧可能な形（ファイル等）で備

え置きします。 

・重要事項説明書等に係る利用者等への説明・同意等のうち、書面で行うものにつ

いて、電磁的記録（コンピュータで処理可能なデジタルデータ）にて行うことも

あります。 

・運営規程に定めるほか、運営上に必要な事項は、社会福祉法人むつみ会の理事会

において定めるものとします。 

・その他、当施設についての詳細はパンフレットを用意してありますので、ご請求

ください。 



10 

 

 

令和   年   月   日 

 

介護予防短期入所生活介護春陽苑を入所利用するにあたり、本書面に基づき重要事項

に関して説明し、同意を得ました。 

 

              ＜事業者＞ 

              所在地  埼玉県さいたま市西区飯田新田９１－１ 

              名 称  社会福祉法人 むつみ会    印 

              説明者  所属  介護予防短期入所生活介護 春陽苑 

                   氏名             印 

 

 

 私は、本書面により事業者から介護予防短期入所生活介護についての重要事項の説明

を受け、同意しました。 

 

＜利用者＞ 

住  所 (〒      ) 

 

 

 

氏  名                印 

 

＜代理人＞ 

住  所 (〒      ) 

 

 

 

氏  名                印 

 


